
歩道に「自転車歩道通行可」の標識や表示があるとき。

 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が自転車を運転し
ているとき。

車道又は交通の状況から、自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないとき。

お問い合わせ 熊本市 都市建設局 交通政策部 自転車利用推進課
電話 ： ０９６－３２８－２２５９ Email ： jitenshariyou@city.kumamoto.lg.jp

矢羽根型路面表示を設置した道路での

自転車の通行ルール

自転車は車道が原則 右折は２段階で

矢羽根型路面表示とは

自転車が歩道を通行することができる場合

 自転車の通行位置と方向を明示して、
自転車の安全な通行を促します。

自転車の走行位置を明示

 自転車利用者だけでなく自動車ドライ
バーに対しても、車道上の自転車通行
位置を知らせる法定外の路面表示です。

 ドライバーへの注意喚起

 矢羽根に沿って
 車道の左端を通行しましょう

 交差点では矢羽根に沿って
 直進しましょう

対面の自動車信号
に従って通行

交差点内は矢羽根
に沿って直進

左折時は横断歩道
の歩行者を優先

右折時は方向転
換し、対面の信号
に従って通行車道の右端、

逆走は禁止

車道の左端、
矢羽根に
沿って通行
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